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姫路市ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入に関する基本方針 

 

１ 総 則 

⑴ 目 的 

極めて厳しい財政状況の中で、効率的かつ効果的な公共施設等の整備等を進めるとともに、

新たな事業機会の創出や民間投資の喚起による経済成長を実現していくためには、公共施設

等の整備等に民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用していくことが重要であり、多様

なＰＰＰ／ＰＦＩ手法を拡大することが必要となっている。 

このような状況の中、平成２７年１２月に、国より地方公共団体に対し、これまでのＰＦ

Ｉ手法に加え、コンセッション（公共施設等運営権方式）、指定管理者制度、包括的民間委託

などが追加された「多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入を優先的に検討するための指針」が通知

され、公共施設等の整備及び管理運営に当たっては、多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入を優

先的に検討するよう要請があったところである。 

本市では、当該指針を踏まえ、新たな事業機会の創出や民間投資の喚起を図るとともに効

率的かつ効果的な公共施設等の整備等を進めることを目的として、公共施設等の整備等に多

様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入を検討するための基本方針を定める。 

  

《 ＰＰＰ／ＰＦＩ手法 》 

❖ ＰＰＰ(Public Private Partnership)とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等

を行政と民間が連携して行うことにより、民間の創意工夫等を活用し、財政資金の効

率的使用や行政の効率化等を図る手法のこと。（ＰＦＩ、指定管理者制度、包括的民

間委託など） 

 

❖ ＰＦＩ(Private Finance Initiative)は、その一類型で、PFI 法に基づき公共施設

等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う

手法のこと。 

 

※ ＰＦＩの詳細については、15ページの「ＰＦＩの概要」を参照のこと。 
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⑵ 定 義 

本基本方針において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 

① ＰＦＩ法 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する

法律（平成 11年法律第 117 号） 

② 公共施設等 ＰＦＩ法第２条第１項に規定する公共施設等 
 

第二条 この法律において「公共施設等」とは、次に掲げる施設 

（設備を含む。）をいう。  

一 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用

水道その他の公共施設 

二 庁舎、宿舎その他の公用施設 

三 教育文化施設、スポーツ施設、集会施設、廃棄物処理施設、医

療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街その他の

公益的施設及び賃貸住宅 

四 情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施

設（廃棄物処理施設を除く。）、観光施設及び研究施設 

五 船舶、航空機その他の輸送施設及び人工衛星（これらの施設

の運行に必要な施設を含む。） 

六 前各号に掲げる施設に準ずる施設として政令で定めるもの 

③ 公共施設整備事業 ＰＦＩ法第２条第２項に規定する公共施設等の整備等に関す

る事業 
 

２ この法律において「特定事業」とは、公共施設等の整備等（公共

施設等の建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関

する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。）

に関する事業（市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街

地開発事業を含む。）であって、民間の資金、経営能力及び技術的

能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるものを

いう。 

④ 利用料金 ＰＦＩ法第２条第６項に規定する利用料金 

６ この法律において「公共施設等運営事業」とは、特定事業であっ

て、第十六条の規定による設定を受けて、公共施設等の管理者等が

所有権（公共施設等を構成する建築物その他の工作物の敷地の所

有権を除く。第二十九条第四項において同じ。）を有する公共施設

等（利用料金（公共施設等の利用に係る料金をいう。以下同じ。）

を徴収するものに限る。）について、運営等（運営及び維持管理並

びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を

含む。以下同じ。）を行い、利用料金を自らの収入として収受する

ものをいう。 

⑤ 運営等 ＰＦＩ法第２条第６項に規定する運営等 

⑥ 公共施設等運営権 ＰＦＩ法第２条第７項に規定する公共施設等運営権 

７ この法律において「公共施設等運営権」とは、公共施設等運営事

業を実施する権利をいう。 
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⑦ 整備等 建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する

企画をいい、市民に対するサービスの提供を含む 

⑧ 優先的検討 本基本方針に基づき、公共施設等の整備等の方針を検討するに

当たって、多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入が適切かどうか

を、自ら公共施設等の整備等を行う従来型手法に優先して検討

すること 

⑨ 指針 「多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入を優先的に検討するための指

針（令和７年度改定版）」（令和７年６月４日民間資金等活用事

業推進会議決定） 

 

⑶ 対象とするＰＰＰ／ＰＦＩ手法 

① 公共施設等の設

計・建設・改修、維持

管理・運営等を行う

方式 

ＰＦＩ手法 

▶ ＢＴＯ方式（建設 Build-移転 Transfer-運営等 Operate） 

▶ ＢＯＴ方式（建設 Build-運営等 Operate-移転 Transfer） 

▶ ＢＯＯ方式（建設 Build-所有 Own-運営等 Operate） 

▶ ＢＴ方式（建設 Build-移転 Transfer） 

▶ ＲＯ方式（改修 Rehabilitate-運営等 Operate） 

※ 公共施設等運営事業（コンセッション）を組み合わせて

活用することもある 

ＰＦＩ以外の手法 

▶ ＤＢＯ方式（設計 Design-建設 Build-運営等 Operate） 

▶ ＤＢ方式（設計 Design-建設 Build） 

② 公共施設等の維持

管理、運営等を行う

方式 

ＰＦＩ手法 

▶ 公共施設等運営事業（コンセッション） 

▶ Ｏ（運営等 Operate）方式 

ＰＦＩ以外の手法 

▶ 指定管理者制度 

▶ 包括的民間委託 

③ その他の方式 ▶ 公募設置管理制度（Park-PFI） 

▶ 民間建設借上方式及び特定建築者制度等（市街地再開発事業

の特定建築者制度、特定業務代行制度及び特定事業参加者制

度並びに土地区画整理事業の業務代行方式をいう。） 
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２ 優先的検討の開始時期 

次に掲げる場合に、併せて優先的検討を行うものとする。 

① 新たに公共施設等の整備等を行うために基本構想、基本計画等を策定する場合 

② 公共施設等の運営等の見直しを行う場合 

③ その他の公共施設等の整備等の方針を検討する場合 

 

 

 

３ 優先的検討の対象とする事業 

⑴ 対象事業 

次に掲げるいずれかの公共施設整備事業であって、民間事業者の資金、経営能力及び技術

的能力を活用する効果が認められる公共施設整備事業。 

① 事業費の総額が１０億円以上の公共施設整備事業 

※ 建設、製造又は改修を含むものに限る。 

② 単年度の事業費が１億円以上の公共施設整備事業 

※ 運営等のみを行うものに限る。 

③ 単一分野の公共施設整備事業であって、上記①又は②の事業費基準を満たさない場合

においても、分野横断型ＰＰＰ／ＰＦＩ*1又は広域型ＰＰＰ／ＰＦＩ*2を推進することに

より、それを満たす可能性がある公共施設整備事業 

※ 上記の基準を満たさない事業であっても、公的不動産の利活用（スモールコンセッション*3を

推進する事業を含む。）や、明らかに民間事業者の参入が見込まれる場合（具体的に民間事業者

の参入希望がある場合）で、ＰＰＰ／ＰＦＩの効果が期待できるものについては、導入検討の

対象とすることができる。 

 

⑵ 対象事業の例外 

次に掲げる公共施設整備事業を優先的検討の対象から除くものとする。 

① 既にＰＰＰ／ＰＦＩ手法又は市場化テスト*4 の導入が前提とされている公共施設整備

事業 

② 民間事業者が実施することが法的に制限されている公共施設整備事業 

③ 災害復旧事業等、緊急に実施する必要がある公共施設整備事業 

 

 

 
*1分野横断型ＰＰＰ／ＰＦＩ 

複数分野又は複数の公共施設等を一括化して事業化する手法。 
*2広域型ＰＰＰ／ＰＦＩ 

複数の地方公共団体が公共施設等の管理者等となってＰＰＰ／ＰＦＩ事業を実施する手法。 
*3スモールコンセッション 

廃校等の空き施設や地方公共団体が所有する古民家等の空き家の活用について、民間事業者の創意工夫を最
大限にいかした小規模（事業費原則 10 億円未満程度）なＰＰＰ／ＰＦＩ事業（コンセッションをはじめとし
た官民連携による事業運営）を行うことにより、地域課題の解決やエリア価値の向上につなげる取組。 

*4市場化テスト 
これまで行政のみが運営してきた公共サービスを、民間のサービス事業者を含めた競争入札によって、実施

者を決定する仕組みのこと。  
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４ 適切なＰＰＰ／ＰＦＩ手法の選択 

⑴ 採用手法の選択 

優先的検討の対象となる公共施設整備事業について、次の５の簡易な検討（以下「簡易な

検討」という。）又は６の詳細な検討（以下「詳細な検討」という。）に先立って、当該事業

の期間、特性、規模等を踏まえ、当該事業の品質確保に留意しつつ、最も適切なＰＰＰ／Ｐ

ＦＩ手法（以下「採用手法」という。）を選択するものとする。 

この場合において、唯一の手法を選択することが困難であるときは、複数の手法を選択で

きるものとする。 

 

⑵ 評価を経ずに行う採用手法導入の決定 

採用手法が次に掲げるものに該当する場合には、それぞれ次に定めるところにより、当該

採用手法の導入を決定することができるものとする。 

① 指定管理者制度 簡易な検討及び詳細な検討の省略 

② 当該事業が施設整備業務の比重の大きいもの又は

運営等の業務内容が定型的なものに該当する場合 

簡易な検討を省略し、 

詳細な検討を実施 

③ 民間事業者からＰＰＰ／ＰＦＩに関する提案があ

る場合であって、当該提案において、従来型手法によ

る場合と採用手法を導入した場合との間での費用総

額の比較等の客観的な評価により、当該採用手法の

導入が適切であるとされている場合 

 

【採用手法選択のフローチャート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の新設又は改修を伴うもの 

設計及び建設（製造）と運営等を 
一括して委託するもの 

建設（製造）に 
民間資金を活用するもの 

BTO・BOT 
BOO・RO 

公共施設等運営事業、O方式、指定管理者制度又は 
包括的民間委託 
各々の手法の下記特徴を踏まえて、簡易な検討の対象とする手法を

決定する。 
① 公共施設等運営権方式（コンセッション） 

次に掲げる事項の全てに該当する場合に採用することができる。 
・公共施設等の管理者等が公共施設等の所有権を有していること 
・公共施設等が利用料金の徴収を行うものであること 

② Ｏ（運営等Operate）方式 
・①に該当しない場合でも採用することができる。 

③ 指定管理者制度 
・公共施設等が地方自治法に基づく「公の施設」に該当する場合

に採用することができる。 
④ 包括的民間委託 

・公共施設等の維持管理又はこれに関する企画に掲げる二以上の

種類の業務について、民間事業者に一括して委託する場合に採

用することができる。 

YES NO 

YES 

NO 

：あてはまる 

：あてはまらない 

YES 

YES NO 

BT 
DB 

NO 

DBO 
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５ 簡易な検討 

簡易な検討とは、専門的な外部コンサルタントに委託せずに、市が自ら評価を行い、採用手法

の導入の適否を検討するものである。 

これにより、明らかにＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入の見込みがない公共施設整備事業についてＰ

ＰＰ／ＰＦＩ手法を導入しないこととすることができ、無用な調査に要する費用を削減するこ

とができる。 

⑴ 検討手順 

事業担当課は、様式１「事業概要調書」等を活用し、事業概要を整理した上で、次の⑵の

評価基準に従い、施設マネジメント室と協議の上、定量評価及び定性評価を行う。 

その評価結果に基づき、採用手法の導入の適否を検討し、さらに詳細な検討を行うか否か

について、決裁処理により決定する。 

なお、検討に当たっては、契約、建設等の関係部局と十分に協議を行うものとする。 

 

⑵ 評価基準 

① 定量評価（費用総額の比較による評価） 

様式２「ＰＰＰ／ＰＦＩ手法簡易定量評価調書」及び様式３「ＰＰＰ／ＰＦＩ手法簡易

定量評価調書【記載の根拠】」により、自ら公共施設等の整備等を行う従来型手法による場

合と、採用手法を導入した場合との間で、次に掲げる費用等の総額を比較する。 

ア 公共施設等の整備等（運営等を除く。）の費用 

イ 公共施設等の運営等の費用 

ウ 民間事業者の適正な利益及び配当 

エ 調査に要する費用 

オ 資金調達に要する費用 

カ 利用料金収入 

② 定性評価（多様な効果による評価） 

公共サービス水準、経済的価値及び社会的価値の向上の観点から、様式４「ＰＰＰ／Ｐ

ＦＩ手法簡易定性評価調書」により、次に掲げる採用手法を導入した場合の効果、課題等

を評価する。 

ア 新たな事業機会の創出 

イ 民間需要の喚起 

ウ 財政的メリット 

エ 事業実施上の課題 

 

⑶ 留意事項 

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入について民間事業者との意見交換が行われている場合には、そ

の内容も踏まえるものとする。 
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６ 詳細な検討 

詳細な検討とは、簡易な検討において採用手法の導入に適しないと評価された公共施設整備

事業以外の公共施設整備事業を対象として、専門的な外部コンサルタントを活用するなどによ

り、要求水準、リスク分担等の検討を行った上で、詳細な費用等の比較を行い、自ら公共施設等

の整備等を行う従来型手法による場合と、採用手法を導入した場合との間で、費用総額を比較

するとともに、多様な効果も総合的に勘案し、採用手法の導入の適否を評価するものである。 

⑴ 検討手順 

事業担当課は、専門的な外部コンサルタントを活用するなどにより検討を行った評価結果

について、施設マネジメント室と協議の上、ＰＰＰ／ＰＦＩ検討会議に付議する。 

ＰＰＰ／ＰＦＩ検討会議は、当該評価結果に基づき、採用手法の導入の適否を判断する。 

 

⑵ 評価項目 

ア 事業概要・施設概要等の整理 

イ 事業スキーム（事業範囲・事業手法・事業類型・事業期間）の検討 

ウ 民間事業者への意向調査 

エ 事業手法の定量評価（ＶＦＭ*5の検証） 

オ 事業手法の定性評価 

カ 総合評価 

キ 今後のスケジュール・検討課題 

※ 上記の評価項目は一例であり、個別の事業の特性等に応じて設定すること。 

 

 

 

７ 評価結果の公表 

事業担当課は、公共施設整備事業が簡易な検討又は詳細な検討でＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導

入に適しないと評価した場合には、導入しないこととした旨及び評価の内容を市のホームペ

ージ等で公表するものとする。 

公表の時期については、入札手続等の公正さを確保するため、入札手続の終了後等の適切な

時期に行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*5ＶＦＭ（Value For Money） 

支払いに対して最も価値の高いサービスを提供しようとする考え方のこと。  
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【多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法を優先的に検討するプロセス概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業の発案（ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入の検討の開始） 

簡易な検討 
（決裁） 

指定管理者制度導入 
基本方針に基づき決定 

PPP/PFI 導入可能性調査 

PPP/PFI 手法有利 

指定管理者制度 

優先的検討の対象事業に該当するか否かの検討 

対象 対象外 

PPP/PFI 手法導入 

PPP/PFI 手法不採用 

採用手法の選択 

PPP/PFI 手法不採用 

基
本
構
想
・
基
本
計
画
段
階
で
の
検
討 

評価結果の公表 

詳細な検討 
（PPP/PFI 検討会議） 

評価結果の公表 

事業実績に照らし、
採用手法の導入が 
適切である場合 
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８ ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入推進に係る取組み 

⑴ 推進に係る庁内体制 

① 基本的な考え方 

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法は、他の事業と同様に基本的には事業担当課の発案により検討が

開始され、導入の方針決定やその後の手続も事業担当課によって進めることとなる。 

しかしながら、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入の可能性の検討や手続の過程において、財

政、財産管理、契約、施設建設などの多様な観点から検討する必要があるため、次に示

す庁内体制で取組みを進めることとする。 

② 推進体制 

ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の推進に係る庁内体制は次のとおりとする。 

事業担当課は事業を推進する直接の役割を担い、施設マネジメント室は庁内の意思決

定のための事業担当課への支援及び調整を行う（ＰＰＰ／ＰＦＩ検討会議については、

別途定める。）。 

 

③ 関係部局との連携 

ＰＰＰ／ＰＦＩ事業では、ＶＦＭの算定等に係るアドバイザー費用など従来型手法で

は発生しない経費が追加されること、長期間にわたる契約を結ぶことなど、事業担当課

においては、適宜、事業検討の初期段階から財政課と十分に協議する必要がある。 

また、事業担当課は、公共と民間のリスク分担など、導入の可能性の検討や手続の過

程において、契約、建設等の関係部局とも十分に協議を行う必要がある。 

  

協議 調整 調整 

庶務(開催) 

相談 協議 

調整 支援 

適否 

助言 

付議 

ＰＰＰ／ＰＦＩ検討会議 

事業担当課 

関係部 局 

コンサルタント等 施設マネジメント室 
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⑵ 推進に当たっての配慮事項 

① 事前の十分な事業評価 

事業実施に際しては、当該事業が公共サービスとして必要なものであるか、また当該サ

ービスには長期にわたって普遍的なニーズが存在するかなどの観点から十分に検討を行

う。ＰＰＰ／ＰＦＩ事業で行うことを理由に、本来、優先して進める必要のない事業を行

うことのないよう留意すること。 

② 公平性・透明性の確保 

事業担当課は、事業の発案から事業手法の選択や事業者選定の進め方など、事業実施の

各段階においてできるだけ詳細に公表を行い、公平性や透明性の確保に十分配慮して進め

ること。 

③ 事業の収益性の評価 

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入の際には、財政負担の削減という公共側の視点だけでなく事

業の収益性という民間事業者の視点も必要となる。具体的には、サービス対価の考え方や

リスク分担等の諸条件の検討においては、民間事業者から見た事業の収益性についても事

前に十分な評価を行うこと。 

④ 長期にわたる公共の債務負担 

サービス購入型*6やジョイントベンチャー型*7等では、契約により公共が長期にわたって

債務を負担するため、後年度負担の検討を行うこと。 

⑤ 実質公債費比率との関係 

ＰＦＩ事業の債務負担行為に係る支出のうち、施設整備費や用地取得費に相当するもの

など公債費に準ずるものは、実質公債費比率の計算の対象となることに留意すること。 

⑥ 地域経済活性化の推進 

ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の推進により地域経済の活性化を図るためには、市内企業が様々な

形でＰＰＰ／ＰＦＩ事業に参画できるよう機会創出に努めていくことが必要となる。この

ため、事業者の募集時における参加資格の緩和や事業者の選定時の評価項目の工夫、市内

の企業が活用されるよう選定事業者に対する働きかけなどを行うこと。 

⑦ 補助金の交付 

ＰＰＰ／ＰＦＩの導入する手法によっては、補助金の交付の対象外となってしまうケー

スがあるため、従来から補助金の交付を受けていた事業について、ＰＰＰ／ＰＦＩを導入

することで不利とならないよう十分検討すること。 

 

 

 

 

 

 

*6サービス購入型 
民間事業者が公共施設等の設計、建設、運営、維持管理等を行い、公共部門がサービスの購入主体とな

る形態のこと。 
*7ジョイントベンチャー型 

公共と民間双方の資金を用いて、公共施設等の設計、建設、運営及び維持管理を行い、民間事業者が事
業を主導する形態のこと。  
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事業概要調書 

所管部署  

事業名称  

事業概要 

事業目的  

事業内容  

整備用地 

所在地  

敷地面積  

用地確保 □ 市有地  □ 民有地（□ 買収・□ 賃借） 

計画上の規制  

建設 

事業規模 
延床面積： 

整備種別 
□ 新設 □ 増設 □ 現地更新 □ 移転更新 □ 大規模改修 

□ 統合・複合化 □ その他（               ） 

事業スケジュール  

整備運営費 金 額 備 考 

概算整備費 

用地取得費(A) 千円  

設計・建設費(B) 千円  

その他(C) 千円  

合計(A+B+C) 千円  

概算整備財源 

国県支出金 千円 名称：          （補助率 / ） 

地方債 千円 
名称： 

（充当率  ％・交付税措置率  ％） 

その他 千円  

一般財源 千円  

年間概算維持管理・運営費 千円  

※ 各項目については、分かる範囲で記入すること。 

※ 参考資料がある場合は、別途添付すること。 

※ 本調書に記載している項目はあくまで一例であり、個別の事業の特性等に応じて作成すること。 

  

様式１ 
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ＰＰＰ／ＰＦＩ手法簡易定量評価調書 
 

  

 従来型手法 

（公共施設等の管理者等が自ら整備等を行う手法） 

採用手法 

（候補となるPPP/PFI手法） 

整備等（運営等除

く。）費用 

  

算出根拠 ▶ 
  

運営等費用 
  

算出根拠 ▶ 
  

利用料金収入 
  

算出根拠 ▶ 
  

資金調達費用 
  

算出根拠 ▶ 
  

調査等費用 
  

算出根拠 ▶ 
  

税 金 
  

算出根拠 ▶ 
  

税引後損益 
  

算出根拠 ▶ 
  

合 計 
  

合計（現在価値） 
  

財政支出削減率 
  

そ の 他 

（前提条件等 ） 

  

様式２ 
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ＰＰＰ／ＰＦＩ手法簡易定量評価調書【記載の根拠】 

⑴ 従来型手法による場合の費用（PSC）の算定根拠 

公共施設等の整備等（運営等

を除く。）の費用 

 

公共施設等の運営等の費用 
 

民間事業者の適正な利益及び

配当 

 

調査に要する費用 
 

資金調達に要する費用 
 

利用料金収入 
 

 

⑵ 採用手法を導入した場合の費用の算定根拠 

公共施設等の整備等（運営等

を除く。）の費用 

 

公共施設等の運営等の費用 
 

利用料金収入 
 

資金調達に要する費用 
 

調査に要する費用 
 

税金 
 

民間事業者の適正な利益及び

配当 

 

 

⑶ その他の仮定 

事業期間 
 

割引率 
 

 

  

様式３ 
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ＰＰＰ／ＰＦＩ手法簡易定性評価調書 
 

※ 評価欄には、「◎：該当する」、「△：該当するが懸念事項あり」、「×：該当しない・課題あり」のいずれかを記入

する。 

※ 評価に当たり、参考資料など別途加えることができる。 

※ 本調書に記載している項目はあくまで一例であり、個別の事業の特性等に応じて作成すること。 

  

評価項目 
採用手法（候補となるPPP/PFI手法） 

評価 理由・内容 

新たな 

事業機会

の創出 

民間事業者による創意工夫の発揮の余地はあるか 
◆ 民間ノウハウの活用可能性 

◆ 設計・建設、維持管理・運営の各段階で事業者の工夫の余地 

  

民間事業者の参画可能性はあるか 
◆ 民間事業者の事業の参画意欲があるか 

  

事業の競争性はあるか 
◆ 類似実績数 

◆ 参画希望事業者の数 

  

民間事業者の参画による事業の質的向上の可能性は

あるか 

  

公共と民間の間でリスクの明確化及び適切なリスク分

担が可能か 
◆ 事業計画上、民間との役割分担が明確にできるか 

◆ 民間事業者による適切なリスクコントロールが可能か 

  

法令上の制約はないか 
◆ 民間事業者の参画において、法規制等の制約がないか 

  

民間需要

の喚起 

安定した需要が見込めるか 
◆ 将来にわたって安定したサービス需要が見込めるか 

  

長期間の契約が可能か   

収益事業の実施が可能か 
◆ 収益事業に対し、利用者・運営者ニーズがあるか 

  

財政的 

メリット 

費用の削減もしくは収入の増加が見込めるか 
◆ 財政負担上のデメリットがあるか 

◆ 補助金等の活用可能性 

  

施設の長寿命化、維持管理コストの縮減に寄与するか 
◆ 事業期間を超えて、LCCの縮減が見込めるか 

  

事業実施

上の課題 

事業実施に適切な検討時間を確保できるか 
◆ 事業開始までに十分な検討期間を確保できるか 

  

事業を実施する上で、デメリットとなり得る事項はな

いか 
◆ 著しいデメリットとなり得る事項はないか 

  

様式４ 
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【参 考】 

 

ＰＦＩの概要 

⑴ ＰＦＩとは 

ＰＦＩ（Private Finance Initiative：プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）とは

従来、国や地方公共団体等が行ってきた公共施設等の設計、建設、維持管理、運営等を一体とし

て民間に委ねることによって、公共サービスをより一層効率的かつ効果的に提供しようとする手

法である。この手法は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を積極的に活用するとともに、公

共が負担していたリスクを民間に適切に移転させることによって、ＶＦＭ（Value For Money：バ

リュー・フォー・マネー）の達成を目指すもの。 

 

① ＰＦＩ事業の構成 

ＰＦＩ事業は、施設の設計、建設、維持管理、運営を含むため、通常、ＰＦＩ事業に参加す

る企業は異業種の複数の企業とコンソーシアム（企業連合）を作り、コンソーシアムに参加し

た企業が出資して「公共」との契約に基づき、実際にＰＦＩ事業を遂行するためのＳＰＣ

（Special Purpose Company：スペシャル・パーパス・カンパニー（特別目的会社））を設立す

るのが一般的である。ＳＰＣは、必要に応じてコンソーシアムに参加している企業と工事請負

契約や管理運営などについて個別の契約を結ぶ。公共部門は、この特別目的会社とＰＦＩ事業

に係る長期の事業契約を締結し、サービスの提供を受けることとなる。 

 

 

 

  

コンソーシアム 

（企業連合） 

【一般的なＰＦＩ事業の仕組み】 

助言 

ＰＦＩ事業契約 

サービス提供 

維持管理・ 

運営契約 

設計・工事 

契約 

保険契約 

出資 

融資契約 長期債務

負担行為

の議決等 

直接協定 

管理運営会社 
ＰＦＩ事業者 

（ＳＰＣ） 

金融機関 保険会社 

公 共 

（姫 路市 ） 

アドバイザー 

議  会 

住民・利用者 

その他投資家 

設計事務所 

建 設 会 社 
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② ＰＦＩにおける事業形態・分類 

公共の関与の仕方によって、ＰＦＩ事業は一般的に３つの形態に区分される。 

事業実施においては、それぞれの事業特性・性格や法規制、採算性や民間動向等を十分に踏

まえＶＦＭを実現できる事業スキームを構築することが重要となる。 

類 型 サービス購入型 

内 容 
民間事業者が公共施設等の設計、建設、運営、維持管理等を行い、公共部門がサービ

スの購入主体となる。民間事業者は公共からの支払いにより投資資金を回収する。 

海外事例 一般道路、学校、庁舎、病院、刑務所等 

国内事例 
大学、衛生研究所、美術館（神奈川県）、小学校（調布市）、浄水場発電施設等（東京

都） 

関 係 図 

 

 

 

類 型 ジョイントベンチャー型 

内 容 

公共と民間双方の資金を用いて、公共施設等の設計、建設、運営及び維持管理を行

い、民間事業者が事業を主導する。投資資金は利用料金収入、公共部門による料金

補助や事業費の一部負担などによって回収する。 

海外事例 有料道路、鉄道、病院等 

国内事例 宿泊施設（神戸市）、余熱利用施設（福岡市） 

関 係 図 

 

 

 

類 型 独立採算型 

内 容 
民間事業者が公共施設等の設計、建設、運営及び維持管理を行い、投資資金は利

用者からの利用料金等によって回収する。 

海外事例 有料道路、有料橋、博物館等 

国内事例 港湾ターミナル施設（北九州市）、駐車場（大阪府） 

関 係 図 

 

公 共 ＰＦＩ事業者 利用者 
料金支払 サービス提供 

公 共 ＰＦＩ事業者 利用者 
補助金等 

サービス提供 

料金支払 

公 共 ＰＦＩ事業者 利用者 
事業許可 

サービス提供 

料金支払 
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⑵ ＶＦＭとは 

ＰＦＩにおける最も重要な概念であり、支払いに対して最も価値の高いサービスを提供しよう

とする考え方である。 

具体的には、事業期間全体を通して公共が直接サービスを提供する場合に公共が負担するコス

ト（ＰＳＣ）とＰＦＩを実施した場合に公共が負担するコスト（ＰＦＩ事業のＬＣＣ）を現在価

値ベースで比較し、移転したリスクを定量化したものやその他定性評価を加味し、ＰＦＩを実施

した場合の方が有利であると見込まれる場合にＰＦＩが採用されることになる。 

 

 

 

➎ 公共負担リスク  公共負担リスク  

 

     

 リスク調整額 
 

 

➊ 

 設 計 費 

建 設 費 

維 持 管 理 費 

運 営 費 

 
 

税金・配当金等 ➋ 

  リスク調整額 ➏ 

  

設 計 費 

建 設 費 

維 持 管 理 費 

運 営 費 

➌ 

  

支 払 利 息 ➍ 
 支 払 利 息  

 

〔ＰＳＣ〕 

 

〔ＰＦＩ事業のＬＣＣ〕 

 

➊ ＰＳＣ＞ＰＦＩ事業のＬＣＣとなる場合にはＶＦＭがあるとされ、ＰＦＩの導入が図られる。 

➋ 固定資産税等の税金や配当金、利潤、契約に伴う費用など新たなコストが発生する。 

➌ 民間のノウハウが有効に活用されること等により、コストの縮減が期待される。 

➍ 官民の資金調達コストの差により支払い利息が増加する。 

➎ 本来、公共が負担するコストであり、ＰＦＩの場合でも同様に公共が負担するため定量化しない。 

➏ 従来公共が負担していたリスクのうち、ＰＦＩ契約によって民間に移転できるリスク相当を定量

化したもの。 

※ ＰＦＩ事業のＬＣＣには民間事業者が負担すると想定したリスクの対価が含まれているため、ＰＳ

Ｃにおいても、これに対応したリスクを公共部門が負うリスクとし費用を算定することで、同条件の

もとにＶＦＭを評価するために行うもの。 

  

【定量的評価におけるＶＦＭの概念】 

比較の範囲 

ＶＦＭ 
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